
法人文書・個人情報開示請求手続きの流れ 
 

 

 

 

 

 

                                              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報開示に関する詳細は、情報公開手続規程（平成２６年４月１日規程第５５号）、情報公開審査基準（平成２
６年４月１日規程第５６号）、個人情報開示等の手続に関する規程（平成２６年４月１日規程第５８号）、個人情
報の開示、訂正、利用停止決定等に係る審査基準（平成２６年４月１日規程第５９号）及び情報公開制度の運用に
ついて（総務省）をご確認ください（ポータルサイト JCHO規程等掲示板＞その他（指針等））。 
なお、開示についてご不明な点がありましたら、本部広報文書課へお問い合わせください。 

開示請求書の受理 
開示請求手数料の受領 

文書の特定 
開示・不開示の判断 
（一部開示含む） 

開示・不開示の決定 
※一部開示の場合マスキング 

開示請求に関する意見の照会書
の発送 

開示・不開示決定通知書と 
開示の実施方法申出書の発送 

開示実施方法申出書 
開示実施手数料と郵送料の受領 

開示の実施 

開示請求書等に不備がある場合は、開示請求者
へ補正の依頼 

※開示期限の 30日には含まれません。 

本部広報文書課へ情報共有 

各様式に対する機構印の押印依頼を本部
（窓口は広報文書課）へ送付 
本部での決裁後、各施設へ返送 

開示・不開示の決定は開示の請求があった日（開示

請求書が各施設に到着した日）から 30 日以内に行

うこと 

３０日以内に決定できない場合は、開示期限の延長

の通知を行わなければならない 

情報共有の際、開示請求書（電子媒体で可）をメー

ルで送付してください。 

また、CC で地区事務所にも情報共有してください。 

押印した様式を発送したら、その旨をメールにてご連絡

いたします。 

その際に、CC で地区事務所に情報共有いたします。 

開示を実施した旨を本部広報文書課及び
地区事務所へ情報共有 

＜別添１＞ 


